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第 54号議案 

 

   春日井市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の専決処分の

承認について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、春日井市国

民健康保険税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第３項の規

定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

  令和８年５月12日提出 

 

 

 

春日井市長 石 黒 直 樹    
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専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第179条第１項の規定により、春日井市国民健康保険税条例等の一

部を改正する条例を次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和８年３月31日 

 

 

 

春日井市長 石 黒 直 樹 
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   春日井市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 

 

 （春日井市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 春日井市国民健康保険税条例（昭和30年春日井市条例第17号）の一部を

次のように改正する。 

第21条第１項第２号中「305,000円」を「310,000円」に改め、同項第３号中

「560,000円」を「570,000円」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初

の３月31日以前である被保険者（以下この項において「18歳未満被保険者」

という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育

て支援納付金課税額の被保険者均等割額（前３項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額。以下この項に

おいて同じ。）は、当該被保険者均等割額から、当該納税義務者の世帯に属

する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額に相当する額を減額

して得た額とする。 

附則第４項、第５項及び第７項から第14項までの規定中「第７条」の次に「、

第10条の２」を加える。 

（春日井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 春日井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和８年春日井市

条例第12号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項ただし書及び第３項ただし書を改め、同条に１項を加える改正

規定中「国民健康保険法施行令第29条の７第５項第３号」を「地方税法（昭和

25年法律第226号。以下「法」という。）第703条の４第30項」に、「とする」を

「とする。ただし、当該合算額が30,000円を超える場合においては、子ども・

子育て支援納付金課税額は、30,000円とする」に改める。 

  第３条の改正規定中「中」の次に「「地方税法（昭和25年法律第226号。以下

「法」という。）」を「法」に、」を加える。 
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  第21条第１項及び同項第１号を改め、同号に次のように加える改正規定中

「得た額」の次に「（当該減額して得た額が30,000円を超える場合には、

30,000円）」を加え、「同項第１号中「550,000円」を「650,000円」に改め、同

号ア」を「同項第１号ア」に改める。 

 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公

布の日から施行する。 

２ 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和７年度までの年度分の国民健康保険税に

ついては、なお従前の例による。 
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第 55号議案 

 

春日井市市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、春日井市市税

条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。 

 

 

  令和８年５月12日提出 

 

 

 

春日井市長 石 黒 直 樹      



- 7 - 

 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法第179条第１項の規定により、春日井市市税条例の一部を改正する条

例を次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和８年３月31日 

 

 

 

                   春日井市長 石 黒 直 樹 

 

 

  



- 8 - 

 

   春日井市市税条例の一部を改正する条例 

 

春日井市市税条例（昭和29年春日井市条例第26号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第20条の３中「または」を「又は」に、「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第21条中「以下この条」を「第１号」に、「以下第１号」を「第１号」に改め、

「、第73条の７第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第73条の７第１項の申

告書、」を削る。 

第31条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」の

次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。 

第72条第１項中「、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の取得

者に環境性能割によって」を削り、「当該軽自動車等の」を「その」に改め、「種別

割によって」を削り、同条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」

に、「、第１項」を「、前項」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「こ

の限りでない」に改め、同項を同条第２項とする。 

第73条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第73条の２第１項中「、軽自動車税の賦課徴収については」及び「第72条第１項

に規定する３輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において「３輪以上の軽自

動車の取得者」という。）又は」を削り、同条第２項中「３輪以上の軽自動車の取

得者又は」を削り、同条第３項及び第４項を削る。 

第73条の４から第73条の９までを削る。 

第74条（見出しを含む。）、第75条（見出しを含む。）及び第76条（見出しを含む。）

中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第78条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」

を「軽自動車税」に、「第33号の４の２様式」を「第33号の４様式」に改め、同条

第２項及び第３項中「第33号の４の２様式」を「第33号の ４様式」に改め、同条
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第４項中「次の各号」を「次」に改める。 

第79条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第80条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「市長にお

いて必要がある」を「必要」に、「課する種別割はこれ」を「は、軽自動車税」に

改め、同条第２項中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同項第２号中「同法」を

「番号法」に改め、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「においては」

を「には」に、「その旨」を「その旨を」に改める。 

第81条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」を

「軽自動車税」に改める。 

第82条第２項中「第72条第３項ただし書」を「第72条第２項ただし書」に、「種

別割」を「軽自動車税」に改め、同条第５項中「市長」を「、市長」に改め、同条

第６項中「定置所」を「定置場」に、「若しくは」を「、若しくは」に、「種別割」

を「軽自動車税」に改める。 

附則第10条の２第３項中「附則第15条第25項第１号イ」を「附則第15条第24項第

１号イ」に改め、同条第４項中「附則第15条第25項第１号ロ」を「附則第15条第24

項第１号ロ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第５項中「附則第15条

第25項第１号ハ」を「附則第15条第24項第１号ハ」に、「３分の２」を「２分の１」

に改め、同条第６項中「附則第15条第25項第１号ニ」を「附則第15条第24項第１号

ニ」に、「３分の２」を「２分の１」に改め、同条第７項中「附則第15条第25項第

２号」を「附則第15条第24項第３号イ」に、「７分の６」を「４分の３」に改め、

同条第８項中「附則第15条第25項第３号イ」を「附則第15条第24項第３号ロ」に、

「４分の３」を「３分の２」に改め、同条第９項中「附則第15条第25項第３号ロ」

を「附則第15条第24項第４号」に改め、同条第10項から第13項までを削り、同条第

14項中「附則第15条第28項」を「附則第15条第27項」に改め、同項を同条第10項と

し、同条第15項中「附則第15条第32項」を「附則第15条第31項」に改め、同項を同

条第11項とし、同条第16項中「附則第15条第37項」を「附則第15条第36項」に改め、

同項を同条第12項とし、同条第17項中「附則第15条第40項」を「附則第15条第39項」
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に改め、同項を同条第13項とし、同条第18項中「附則第15条第41項」を「附則第15

条第40項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第19項を同条第15項とし、同条第

20項を同条第16項とする。 

附則第10条の３第７項中「附則第12条第19項」を「附則第12条第20項」に改め、

同条第８項第４号中「附則第12条第23項」を「附則第12条第24項」に改め、同項第

６号中「附則第12条第24項」を「附則第12条第25項」に改め、同条第９項第５号及

び第11項第５号中「附則第12条第31項」を「附則第12条第32項」に改め、同条第14

項中「附則第12条第19項」を「附則第12条第20項」に改める。 

附則第15条の３から第15条の７までを削る。 

附則第16条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第444条第３項に

規定する」を「道路運送車両法第60条第１項後段の規定による」に、「から第４項

まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４

月１日から令和８年３月31日まで」を「令和７年４月１日から令和10年３月31日ま

で」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法第446条第１項第３号」を「同

項」に改め、「（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）」を削

り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受

けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、

同条第４項を削る。 

附則第16条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削

り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の種

別割」を削る。 

附則第26条中「第９項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第31

項から第33項まで、第37項、第41項若しくは第44項」を「第８項、第12項から第16

項まで、第18項、第19項、第23項、第30項から第32項まで、第36項、第40項若しく

は第43項」に改める。 

  

附 則 
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（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第２条 改正後の春日井市市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８

年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。 

２  この条例の施行の日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自

動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３  令和７年度分までの年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例

による。 

（春日井市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 春日井市市税条例等の一部を改正する条例（平成26年春日井市条例第18

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第７条中「の種別割」を削る。 

 


